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参考資料１



１ 標準事業例の対象範囲について
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時点 内容

H29.1.27
当初通知

急性期から回復期、在宅医療に至るまで、一連のサービスを地域において総合的に確保す
るため、病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備を行う。

H30.2.7
事務連絡

・地域医療構想の達成に向けた医療機関の事業縮小の際に要する費用を対象化

・地域医療構想調整会議が主催した地域医療構想セミナーの開催費用を対象化

H30.9.14
事務連絡

・「回復期病床への転換」以外の施設設備整備について明確化
・「H30.2.7事務連絡」の一部文言について、対象を明確化
・医療機関の再編統合に伴う研修経費、都道府県等主催の地域医療構想促進のための説明会等
の運営費について、対象化

H31.2.19
事務連絡

・再編統合、ダウンサイジング、機能転換の計画の策定に当たって必要となる経費（専門家へ
の相談、協議に係る費用）を対象化 等

○当基金の創設時、平成 29 年 1 月 27 日医政地発 0127 第 1 号通知により、国から各区分の
標準事業例が示された。

○その後、運用時における疑義に対し、都度事務連絡が発出され、対象範囲が拡大された。

【区分Ⅰ】標準事業例５：病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備関連



１ 標準事業例の対象範囲について
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時点 内容

R3.9.28
事務連絡

・複数医療機関により病床機能の再編等を進める際の医療機関の施設設備整備費を対象化

・地域医療連携推進法人の立上げ（病床再編も目的にした）に係る経費

・開設者が異なる医療機関の再編時における現給保障に係る経費

・自治体病院の施設・整備における取扱い（病院事業債との関連性）を明確化

【区分Ⅳ】標準事業例26：医師不足地域の医療機関への医師派遣体制の構築関連

時点 内容

H31.2.19
事務連絡

・将来的に医師として地域医療を担う人材に対する地域医療の理解促進に要する費用を対象化

・医師定着及び将来にわたる持続的な医師派遣体制の構築に係る経費

【区分Ⅱ】標準事業例12：訪問看護の促進、人材確保を図るための研修等の実施関連

時点 内容

R3.9.28
事務連絡

訪問看護ステーションに所属する看護師が円滑に特定行為を実施することができるよう、複
数の医療機関等が連携して実施する手順書の作成・検証に係る会議費を対象化



１ 標準事業例の対象範囲について
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時点 内容

R3.9.28
事務連絡

大学医学部に一般枠で入学した学生のうち、卒業後にキャリア形成プログラムの適用を受ける
ことについて同意した者を対象とした修学資金の貸与に係る経費を対象化

【区分Ⅳ】標準事業例36：看護職員の資質の向上を図るための研修の実施

時点 内容

R3.9.28
事務連絡

・地域における看護師の特定行為研修修了者確保のため、受講者や受講者の所属する医療機
関等に対して支援する受講に係る経費を対象化
・指定研修機関における研修体制確保のため、指導者の派遣に係る経費を対象化

【区分Ⅳ】標準事業例37：看護職員の負担軽減に資する～看護管理者の研修の実施」

時点 内容

R3.9.28
事務連絡

看護補助者向けに実施する医療安全や感染対策、日常生活支援等に関する研修に係る経費を対
象化

【区分Ⅳ】標準事業例25：地域医療支援センターの運営



１ 標準事業例の対象範囲について
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時点 内容

R3.9.28
事務連絡

医療現場における職員間や患者・家族等からのハラスメント対策におけるマニュアルの作成や
研修等に係る経費を対象化。

【区分Ⅳ】標準事業例48：地域包括ケアの拠点となる病院・薬局における薬剤師の確保支援

時点 内容

R3.9.28
事務連絡

地域における病院薬剤師の安定的な確保を目的として、都道府県が指定する病院（薬剤師の
偏在状況や充足状況等を踏まえ薬剤師が不足とされている地域・医療機関に限る）へ期間を
定めて薬剤師派遣を行うための経費を対象化

【区分Ⅳ】標準事業例38：離職防止を始めとする看護職員の確保対策の推進

○区分Ⅰの標準事業例５については、これまで複数回にわたり対象の拡大や明確化が図られ
ていることから、国も積極的な活用を促している。本県としても、積極的な活用に向けて今
後検討したい。

○なお、令和３年10月1日時点での区分Ⅰ標準事業例５対象費用の概要は、次ページを参照



２ 区分Ⅰ：標準事業例５対象費用の概要について
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通知日

1 H30.9.14

2 H30.9.14

3 H30.9.14

4 H30.9.14

建物の改修整備の一環として行う設備整備
や備品の購入に要する費用 H30.9.14

再編統合等により建替や廃止等を行う医療機関の損失 H30.9.14

H30.2.7

H30.2.7

H31.2.19

再編統合等に当たって、医療機器やベッド等の備品を移転するために必要となる経費 H31.2.19

再編統合等に当たって、患者の搬送、退院支援等を行うために必要となる
経費
 H31.2.19

H31.2.19

H30.2.7

H30.9.14

H30.2.7

H30.9.14

回復期等、不足する病床機能への転換

医療機関の再編統合

病床のダウンサイジング

病床の機能分化・連携に特に必要なもの

施設整備事業
（ハード）

区分Ⅰ：標準事業例の対象経費（その他の要件等の詳細については、各事務連絡を参照ください。）

※再編統合、ダウンサイジング、機能転換については「再編統合等」と表記

病床削減に伴い、不要となる建物（病棟・病室等）や不要となる医療機器の処分（廃棄、解体又は売却）に係る損失（財務諸表上の特別
損失に計上される金額に限る）

早期退職制度（法人等の就業規則等で定めたものに限る）の活用により上積みされた退職金の割増相当額（地域医療構想の達成に向
けた再編統合等に伴い退職する職員に限り対象）

医療機関や金融機関等の関係者に地域医療構想を理解してもらうためのセミナー、会議等の開催に必要となる経費地域医療連携の促進事業
（ソフト）

上記１～４
の施設整備
に伴う費用

医療機関の再編統合により統合先医療機関に異動予定となった職員が、統合先医療機関における研修を受けるために要する費用

都道府県等が、医療機関等の関係者に対して地域医療連携の促進を図るために開催する説明会や相談会等の運営等に要する費用。

再編統合等の計画の策定に当たって必要となる経費
　・中小企業診断士等の専門家への相談費用
　・都道府県立ち会いの下で再編統合等に関する協議を行う際に必要となる経費
　・再編統合等後の施設の基本設計、実施設計を行う際に必要となる経費

再編統合等に付随して一体的に行う医療従事者の宿舎、院内保育所等の施設設備整備費

病床削減に伴い不要となる病棟・病室等を他の用途へ変更（機能転換以外）するために必要な改修費用



【参考】再編統合に関連する事業例（国資料抜粋）
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